
 

北海道旅客鉄道株式会社 公告第６号 

 

◎旅客営業規則の一部改正について（施行日：2026 年３月 14 日） 

旅客営業規則（昭和 62 年４月北海道旅客鉄道株式会社公告第１号）の一部を次のように改正

し、2026 年３月 14 日乗車となるものから施行する。 

 

2026 年２月 10 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長   

綿貫 泰之   

 

第 57 条第 11 項を次のとおり改める。 

11 四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第１項第１号イ

の(ｲ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指

定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、四国旅客鉄道会社線内又は九

州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り

扱う。 

 

第 58 条第 13 項を次のとおり改める。 

13 四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第１項第１号イ

の指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付

して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、四国旅客鉄

道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した

箇所に限つて取り扱う。 

 

第 126 条を次のとおり改める。 

（急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金） 

第 126 条 第 57 条第９項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区

間に対する急行料金とする。ただし、同条同項第１号に規定する特別急行列車海幸山幸号に

乗車する場合に発売する特別急行券の特別急行料金は、田吉を通過となる場合であっても田

吉を発又は着とみなした特別急行料金とする。  

 

第 130 条第１項第２号イ中、「ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)」を

「ロ、ハ、ニ、へ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)」に改める。 

 

同条同項同号ホを削除する。 



 
第 139 条の２第１号を次のとおり改める。 

⑴ 第２号から第６号まで以外の大人座席指定料金 

530 円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第 57 条の３第１項第１号に掲げる期間内

の日であるときは、330 円とする。 

 

同条第２号イを次のとおり改める。 

イ ロ以外の大人座席指定料金 

1,000 円とする。 

 

同条同号ハを削る。 

 

第 160 条の６を次のとおり改める。 

（特定列車による折返し区間外乗車の特例） 

第 160 条の６ 次に掲げる区間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、当該区間のう

ち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外で

あつても乗車することができる。 

  白  石・札  幌間 
川  部・弘  前間 
北 山 形・山  形間 
宮  内・長  岡間 
日 暮 里・上  野間 
金  山・名 古 屋間 
倉  敷・岡  山間 
備中神代・新  見間 
宇 多 津・高  松間 
長 門 市・仙  崎間 
幡  生・下  関間 
西 小 倉・門 司 港間 
西 小 倉・小  倉間 
江  北・肥 前 浜間 
田  吉・宮崎空港間 

 
第 172 条第１項を次のとおり改める。 

（急行券の効力） 

第 172 条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車（未指定特急



券にあつては、券面に指定された列車群に含まれる１個の特別急行列車。ただし、第 57 条第

２項第８号の規定により１枚で発売する未指定特急券で、同条同項同号の定めるところによ

り乗継乗車する場合は２個の特別急行列車。）、旅客車、座席及び乗車区間（営業キロ地帯が表

示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで）に限つて乗車することができ

る。 

 
第 248 条第２項を次のとおり改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券

類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる１個の特別急行列車（第 57 条第

２項第８号の規定により１枚で発売する未指定特急券で、同条同項同号の定めるところによ

り乗継乗車する場合は２個の特別急行列車。）又は当該未指定特急券に指定された別表第１号

の２に定める列車群と同一の項に掲げる列車群のうち１個の特別急行列車を指定する場合で

あつて、かつ、未指定特急券の乗車日及び乗車区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車

区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の

指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。 

 
別表第１号の２を次のとおり改める。 

別表第１号の２                              【第 57 条】 

  列車群 

項 号 群名 特別急行列車 

１ 

（１） ひたち・ときわ 

イ ひたち号 

ロ ときわ号 

ハ 別に定める列車 

（２） あかぎ 
イ あかぎ号 

ロ 別に定める列車 

（３） 

あずさ・かいじ・ 

はちおうじ・おうめ

・富士回遊 

イ あずさ号 

ロ かいじ号 

ハ はちおうじ号 

二 おうめ号 

ホ 富士回遊号 

へ 別に定める列車 

（４） 踊り子・湘南 

イ 踊り子号 

ロ 湘南号 

ハ 別に定める列車 

（５） 

成田エクスプレス・ 

しおさい・わかしお

・さざなみ 

イ 成田エクスプレス号 

(ただし、空港第２ビル駅又は成田

空港駅を発又は着となる区間を乗



車する場合を除く。) 

ロ しおさい号 

ハ わかしお号 

ニ さざなみ号 

ホ 別に定める列車 

２ － 成田エクスプレス 

イ 成田エクスプレス号 

(ただし、空港第２ビル駅又は成田

空港駅を発又は着となる区間を乗車

する場合に限る。) 

ロ 別に定める列車 

３ 

⑴ 北斗・すずらん 

イ 北斗号 

ロ すずらん号 

ハ 別に定める列車 

⑵ おおぞら・とかち 

イ おおぞら号 

ロ とかち号 

ハ 別に定める列車 

⑶ 

ライラック・カムイ・オホ

ーツク・宗谷・サロベツ・

フラノラベンダーエクスプ

レス 

イ ライラック号 

ロ カムイ号 

ハ オホーツク号 

ニ 宗谷号 

ホ サロベツ号 

ヘ フラノラベンダーエクスプレス号 

ト 別に定める列車 

 
別表第１号の３を次のとおり改める。 
別表第１号の３                           【第57条の３】 
 特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する期間（第57条の３第１

項第１号イ） 

2026年 

４月 ６日から９日まで、13日から16日まで、20日から23日まで 
５月 ７日 

６月 
１日から４日まで、８日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、
29日、30日 

７月 １日、２日、６日から９日まで、13日から16日まで 
８月 24日から27日まで、31日 

９月 
１日から３日まで、７日から10日まで、14日から17日まで、24日、28日から30
日まで 

10月 １日 
11月 30日 

12月 １日から３日まで、７日から10日まで、14日から17日まで、21日から24日まで 

2027年 

１月 ６日、７日、12日から14日まで、18日から21日まで、25日から28日まで 
２月 １日から４日まで、８日、９日、15日から18日まで、24日、25日 
３月 １日から４日まで 
４月 12日から15日まで、19日から22日まで、26日、27日 



５月 ６日、10日、11日、31日 

６月 
１日から３日まで、７日から10日まで、14日から17日まで、21日から24日まで、
28日から30日まで 

７月 １日、５日から８日まで、12日から15日まで、20日、21日 
８月 30日、31日 

９月 
１日、２日、６日から９日まで、13日から16日まで、21日、22日、27日から30
日まで 

10月 ４日、５日 
11月 29日、30日 
12月 １日、２日、６日から９日まで、13日から16日まで、20日から23日まで 

2028年 

１月 ６日、11日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで、31日 

２月 
１日から３日まで、７日から９日まで、14日から17日まで、21日、24日、28日、
29日 

３月 １日、２日、６日、７日 

 

別表第１号の４を次のとおり改める。 
別表第１号の４                             【第57条の３】 

  特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する期間（第57条の３第

１項第２号イ） 

2026年 

４月 － 
５月 － 
６月 － 
７月 17日から20日まで、24日から26日まで、31日 
８月 １日、２日、５日、６日、９日、11日から14日まで、17日、21日から23日まで 
９月 － 
10月 ９日から12日まで、16日から18日まで、23日から25日まで、30日、31日 

11月 
１日、６日から８日まで、13日から15日まで、20日から23日まで、27日から29
日まで 

12月 25日から28日まで、31日 

2027年 

１月 ４日 
２月 － 
３月 19日から31日まで 
４月 － 
５月 － 
６月 － 
７月 16日から19日まで、23日から25日まで、30日、31日 
８月 １日、６日から８日まで、12日から14日まで、17日、20日から22日まで 
９月 17日から20日まで、23日から26日まで 
10月 ８日から11日まで、15日から17日まで、22日から24日まで、29日から31日まで 
11月 ５日から７日まで、12日から14日まで、19日から23日まで、26日から28日まで 
12月 25日から28日まで、31日 

2028年 
１月 ２日、５日 
２月 － 
３月 17日から31日まで 

 

別表第１号の５を次のとおり改める。 

別表第１号の５                             【第57条の３】 

  特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する期間（第57条の３第

１項第３号イ） 

2026年 

４月 － 
５月 １日から６日まで 
６月 － 
７月 － 
８月 ７日、８日、15日、16日 



９月 18日から23日 
10月 － 
11月 － 
12月 29日、30日 

2027年 

１月 ２日、３日 
２月 － 
３月 － 
４月 28日から30日まで 
５月 １日から５日まで 
６月 － 
７月 － 
８月 10日、11日、15日、16日 
９月 － 
10月 － 
11月 － 
12月 29日、30日 

2028年 
１月 ３日、４日 
２月 － 
３月 － 

 


